
 

 

 

 

 

日本歯科医師会では、PCR 検査について国の要請

に応えるべく、E システム（e-learning）を用いた

適切な受講体制を整え、PCR 検査の検体採取に必

要な教育研修を 5 月 21 日より実施しています。 

なお、実技実習は別途、必要に応じて都道府県等で

行われます。研修の修了後、直ちに歯科医師が検査

業務にあたることはありませんが、地域医師会等が

運営する「地域外来・検査センター」から郡市区歯

科医師会等へ協力要請があった場合に歯科医師を派

遣する対応となります。 
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都道府県歯科医師会宛ての各通知は、日歯 HP 

内の「新型コロナウイルス感染症について」 

（歯科医師のみなさまへ）およびメンバーズ 

ルーム（https://www.jda.or.jp/member/） 

に掲載しています。 

歯科医師向け 

新型コロナに関する Q＆A（第 2 版）をメンバーズルームに掲載 

オンライン受付の開始について 

 

PCR 検査の検体採取に伴う E システム教育研修の実施について 

日本歯科医師会はこのほど、「新型コロナウイ

ルス感染症に関する Q＆A」（第２版）をとり

まとめ、日歯 HP・メンバーズルームに掲載し

ました。 

Q＆A は、フェーズ（警戒段階）の変化を踏 

まえた一般的な歯科診療所での感染予防策や 

新型コロナウイルス陽性者等が来院した場合 

の対応、休業補償・補助助成制度等の国の経 

済支援策など 7 項目について、5 月 21 日時点

の状況をとりまとめています。 

          

  

【Q&A の内容】 

①フェーズ（警戒段階）の変化を踏まえた一般的な歯

科診療所での感染予防策 

➁新型コロナウイルス陽性者等が来院した場合の対応 

③院長、スタッフが新型コロナウイルス陽性となった

時の対応 

④軽症感染者（ホテル待機者等）への対応 

⑤歯科における電話や情報通信機器等を用いた診療 

⑥休業補償・補助助成制度等の国の経済支援策 

⑦歯科医師による PCR 検査（検体採取） 

 

安倍首相に「新しい生活様式」で“規則正しい口腔健康管理”を要望 

日本歯科医師会はこのほど、安倍首相に厚生労働省が 5月 4日に公表した「新しい生活様式」の実践例

の中に、感染症予防をより一層推進する観点から、「規則正しい口腔健康管理を行い口腔の衛生状態を

良好に保ちましょう」を盛り込むよう要望しました。 

 

【実施概要】 

・日   時：2020 年 5 月 21 日（木）正午より 

・研修教材：JDA E-system

（https://www.nskjs.jda.or.jp/webpc/login.aspx）  

・対   象：歯科医師 

・受 講 費：無料 

※本件に関する問い合わせは、 

日本歯科医師会 学術課・日本歯科医学会事務局 まで。 

TEL 03-3262-9213  FAX 03-3262-9885 

  E-mail  esystem_support@jda.or.jp 
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